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○個人情報の保護に関する法律（平成十五年五月三十日号外法律第五十七号）抜粋 

 

（定義） 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

をいう。 

２ この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次

に掲げるものをいう。 

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成

したものとして政令で定めるもの 

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供してい

る者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第

五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。） 

四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定す

る地方独立行政法人をいう。以下同じ。） 

五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの

として政令で定める者 

 個人情報の保護に関する法律施行令 

  （個人情報取扱事業者から除外される者） 

第二条 法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベ

ース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数（当該個人情報データベース

等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれ

かに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人

情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数

を除く。）の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。 

一 個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの 

イ 氏名 

ロ 住所又は居所（地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を

示す表示を含む。） 

ハ 電話番号 

二 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者に

より随時に購入することができるもの又はできたもの 

 

４ この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

５ この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又

は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ

であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定め

るもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 

６ この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をい

う。 

 

（第三者提供の制限） 

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならない。 

参考資料２ 
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一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人

が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事

項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前

項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 

一 第三者への提供を利用目的とすること。 

二 第三者に提供される個人データの項目 

三 第三者への提供の手段又は方法 

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 

３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 

４、５ 省略 

 

（開示） 

第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示（当該

本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）

を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開

示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その

全部又は一部を開示しないことができる。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

三 他の法令に違反することとなる場合 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

３ 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が

識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一

部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 

 

（勧告及び命令） 

第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七

条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があ

ると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するた

めに必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるとき

は、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条

から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を

害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対

し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。 



3/3  

 

参考：第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）、第十七条（適正な取得）、第十六条（利

用目的による制限）、第二十条（安全管理措置）、第二十一条（従業者の監督）、第二十二条（委

託先の監督）、第二十三条（第三者提供の制限）、第二十四条（保有個人データに関する事項の

公表等）、第二十五条（開示）、第二十六条（訂正等）、第二十七条（利用停止等）、第三十条

（手数料） 

 

（適用除外） 

第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的

の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。） 報道の用

に供する目的 

二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 

三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に

供する目的 

四 宗教団体 宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的 

五 政治団体 政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的 

２ 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知ら

せること（これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。）をいう。 

３ 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、

個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措

置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

 


